
様式第３号（別添様式６）（第１面）（R8.4） （令和８年４月１日以降に取組を行った場合は、この様式で申請してください。）

以下の対象労働者（第１期）の詳細については、第２面に記載してください。

以下の対象労働者（第２期）の詳細については、第３面に記載してください。

支給申請合計額（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）＋（Ｅ）＋（Ｆ）＋（Ｇ）＝ 0 円

　中小企業
　（小規模企業を除く）

  20万円
  大企業

  15万円 円人

×　

　小規模企業

  25万円

＝

＜３. 昇給・賞与・退職金制度のいずれかの
制度の適用を受けることとなった労働者＞

対象労働者 支給単価 支給申請額（Ｇ）

円

　中小企業
　（小規模企業を除く）

  20万円

 中小企業
　（小規模企業を除く）

 20万円
  大企業

  15万円
 大企業

 15万円円 人

×

 小規模企業

 25万円

＝

人

×　

　小規模企業

  25万円

＝

＜週所定労働時間の延長等を行った日以降の１年間で、週所定労働時間を延長、基本給５％以上の増額、昇給・賞与・
退職金制度のいずれかの制度の適用を新たに受けることとなった労働者＞

＜１. 週所定労働時間を２時間以上延長した労働者＞ ＜２. 基本給を５％以上増額した労働者＞

対象労働者 支給単価 支給申請額（Ｅ） 対象労働者 支給単価 支給申請額（Ｆ）

円

　中小企業
　（小規模企業を除く）

  40万円

  中小企業
　（小規模企業を除く）

 40万円
  大企業

  30万円
 大企業

 30万円円 人

×

 小規模企業

 50万円

＝

人

×　

　小規模企業

  50万円

＝

＜３. 週所定労働時間を３時間以上４時間未満延長した労働者＞ ＜４.週所定労働時間を２時間以上３時間未満延長した労働者＞

対象労働者 支給単価 支給申請額（Ｃ） 対象労働者 支給単価 支給申請額（Ｄ）

×

 小規模企業

 50万円

＝

円

　中小企業
　（小規模企業を除く）

  40万円

 中小企業
　（小規模企業を除く）

 40万円
  大企業

  30万円
 大企業

 30万円人

×　

　小規模企業

  50万円

＝

円 人

⑧　支給申請額　　該当する申請内容の項目に、対象労働者数を入力し、企業規模を選択してください。

＜1年目の取組として週所定労働時間の延長等の取組を行った労働者＞
（複数年かけて所定労働時間の延長等を行い社会保険の被保険者とした場合を含む）

＜１. 週所定労働時間を５時間以上延長した労働者＞ ＜２. 週所定労働時間を４時間以上５時間未満延長した労働者＞

対象労働者 支給単価 支給申請額（Ａ） 対象労働者 支給単価 支給申請額（Ｂ）

⑥
　対象労働者に対して、社会保険適用に際して講じる措置（労使合意に基づく労働時間の延長等の措置）について、
説明している。

　　はい 　いいえ

⑦

（社会保険適用時処遇改善コース(併用メニュー(３期目)又は労働時間延長メニュー)から切替えての申請の場合の
み回答）
　今回申請を行う１年目の取組を行った対象労働者のいずれかに対して、２年目の取組（週所定労働時間の２時間以
上延長、基本給の５％増額、昇給・賞与・退職金制度のいずれかの制度の適用）を予定しているか。

　　はい 　いいえ

④
　対象労働者は、新たに社会保険の被保険者となる日の前日から起算して２年前の日（当該日時点で雇用していない
場合は雇い入れた日）から、社会保険に加入していなかった者である。

　　 はい 　いいえ

⑤
　対象労働者が、本申請事業主又は取締役の３親等以内の親族に含まれるかどうか。
（含まれる場合は、該当する対象労働者について、⑨欄「３親等以内親族」の列に「○」を記入してください。）

　　　含まれない

　　　含まれる

②

　対象労働者は、本来、社会保険の加入要件を満たす条件で雇い入れる予定であったにもかかわらず、本助成金を申
請する目的で、賃金又は週所定労働時間を一定期間減じた者ではない。
（複数年かけて社会保険の加入要件を満たす取組を行う場合は、最初に所定労働時間の延長等を行った時と比べて、
賃金又は週所定労働時間を一定期間減じた者ではない）
（対象労働者が、社会保険の加入後２年目の取組を行う場合は、所定労働時間の延長等を行った時と比べて、賃金又
は週所定労働時間を一定期間減じた者ではない）

　 　はい 　いいえ

③
　対象労働者は、新たに社会保険の被保険者となる以前に、既に社会保険の被保険者要件を満たしていた者ではな
い。（社会保険被保険者としての資格取得に関する事務手続に遅滞があった訳ではない。）

     はい 　いいえ

６　短時間労働者労働時間延長支援コース内訳

①
　特定適用事業所、任意特定適用事業所のいずれかに該当する場合は該当する内容にチェックを、いずれにも該当し
ない場合はいずれでもないにチェックをしてください。（※第４面「記入上の注意」１ 参照）

特定適用事業所

任意特定適用事業所

いずれでもない



様式第３号（別添様式６）（第２面）（R8.4）

年 月 年 月

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

本申請の支給対象期分の賃金を
支給した日（第４面ご参照）第１期支給申請 週所定労働時間を延長した日

令和 日 令和 日

⑨ 番号 氏名 雇用保険被保険者番号
a 延長前

平均実労働
時間

b 延長後
所定労働時

間

c 延長時間
数

（b－a）

【cが５時間未満の場合のみ記入】
３親等
以内
親族

d 延長前の
基本給

e 延長後の
基本給

f 昇給率
((e-
d)/d)

労働時間延
長メニュー
又は併用メ
ニューから
切り替えて
の申請有無

対
　
象
　
労
　
働
　
者

1

2

6

8

10

12

時間 時間

時間 時間

時間

時間

4 時間 時間 時間

時間 時間3 時間

時間 時間5 時間

時間 時間7 時間

時間 時間 時間

時間 時間9 時間

時間 時間 時間

時間

時間 時間11 時間

時間 時間 時間

時間

13 時間 時間 時間

時間 時間

15 時間 時間 時間

14 時間 時間

17 時間 時間 時間

16 時間 時間 時間

時間 時間 時間

時間 時間

19 時間 時間 時間

18

時間

21 時間 時間 時間

20 時間

23 時間 時間 時間

22 時間 時間

25 時間

24 時間 時間 時間

時間 時間

複数年か
けて社会
保険に加
入した者
の有無



様式第３号（別添様式６）（第２面・継紙）（R8.4）

年 月 年 月

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

第１期支給申請 本申請の支給対象期分の賃金を
支給した日（第４面ご参照）

日

労働時間延長
メニュー又は
併用メニュー
から切り替え
ての申請有無

週所定労働時間を延長した日

令和 日 令和

⑨ 番号 氏名 雇用保険被保険者番号
a 延長前

平均実労働
時間

b 延長後
所定労働時

間

３親等
以内
親族

複数年か
けて社会
保険に加
入した者
の有無

対
　
象
　
労
　
働
　
者

1 時間

4 時間

9 時間

8 時間

25

6 時間

c 延長時間
数

（b－a）

【cが５時間未満の場合のみ記入】

d 延長前の
基本給

e 延長後の
基本給

f 昇給率
((e-
d)/d)

3 時間

5 時間

2 時間 時間

時間 時間

時間

時間 時間

時間時間

時間 時間

時間時間

時間 時間

時間時間

7 時間 時間時間

時間

11 時間 時間

10 時間 時間

12 時間 時間

時間

13 時間 時間

時間

時間

時間

時間

時間

15 時間 時間

14 時間

16 時間 時間

時間17 時間 時間

時間

時間

時間

18 時間 時間

19 時間 時間

時間

21 時間 時間

20 時間 時間

22 時間 時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間24 時間 時間

時間23 時間

時間



様式第３号（別添様式６）（第３面）（R8.4）

年 月 年 月 日

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

第２期支給申請

３ 昇給・賞
与・退職金制
度の適用の有
無

20 時間 時間

時間時間

19 時間

時間18 時間

時間

時間

時間

17 時間

16 時間 時間時間

時間

15 時間 時間

時間 時間

13

12 時間 時間

11 時間

時間

10 時間 時間 時間

時間9

時間8 時間

時間 時間6 時間

時間

3 時間

4 時間

時間 時間

1

時間 時間

時間 時間 時間

時間

時間

5 時間

7 時間

23

2 時間

22 時間 時間 時間

25 時間 時間 時間

24 時間 時間 時間

21 時間

時間

時間

時間

14

時間 時間 時間

a 延長前
所定労働時

間

b 延長後
所定労働時

間

c 延長時間
数

（b－a）

時間

時間

時間

時間 時間

時間 時間

時間

雇用保険被保険者番号

時間

氏名

週所定労働時間を２時間以上延長した日、
基本給を５％以上増額した、昇給・賞与・

退職金制度のいずれかを適用した日

本申請の支給対象期分の賃金を
支給した日（第４面ご参照）

⑨
番
号 f 昇給率

((e-
d)/d)

d 延長前の
基本給

e 延長後の
基本給

２　基本給を５％以上増額した場合
に記入

１　週所定労働時間を２時間以上
　延長した場合に記入

対
　
象
　
労
　
働
　
者

令和日令和

時間

時間

時間



様式第３号（別添様式６）（第３面・継紙）（R8.4）

年 月 年 月 日

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

円 円 ％

第２期支給申請

３ 昇給・賞
与・退職金制
度の適用の有
無

対
　
象
　
労
　
働
　
者

1 時間 時間

3 時間 時間

5 時間 時間

4

時間

時間

2 時間 時間 時間

6 時間 時間 時間

時間 時間 時間

時間 時間 時間

時間

時間 時間

8 時間 時間 時間

9

7

時間 時間

10 時間 時間 時間

時間

12 時間 時間 時間

11 時間

14 時間 時間 時間

13 時間 時間 時間

16 時間 時間 時間

15 時間 時間 時間

時間 時間

時間 時間

18 時間 時間 時間

17 時間

時間 時間

20 時間 時間 時間

19 時間

時間 時間 時間

22 時間 時間 時間

21 時間

25 時間 時間 時間

24 時間 時間 時間

23

週所定労働時間を２時間以上延長した日、
基本給を５％以上増額した、昇給・賞与・

退職金制度のいずれかを適用した日

本申請の支給対象期分の賃金を
支給した日（第４面ご参照）

令和 日 令和

⑨
番
号

氏名 雇用保険被保険者番号

１　週所定労働時間を２時間以上
　延長した場合に記入

２　基本給を５％以上増額
した場合に記入

a 延長前
所定労働時

間

b 延長後
所定労働時

間

c 延長時間
数

（b－a）

d 延長前の
基本給

e 延長後の
基本給

f 昇給率
((e-
d)/d)



様式第３号（別添様式６）（第４面）（R8.4）

支給申請期間

記入上の注意

１

２

３

４

５

６

７

添付書類

１

４

  資本額又は出資額が5,000万円以下、又は常時雇用する労働者の数が50人以下

  　　　　〃　　　 　 5,000万円以下、又は　　    　〃　　　　　 100人以下

  　　　　〃　　  　　    1億円以下、又は          〃　　　　　 100人以下

  　　　　〃　　 　　　 　3億円以下、又は　　　    〃　　　　　 300人以下

申請に当たっての留意点

　小売業（飲食店を含む）

　サービス業

　助成金の受給に当たっては各種要件がありますので、パンフレットをご覧いただき、不明な点は本支給申請前に労働局にお問い合わせください。

　以下の支給対象期分の賃金を支給した日（※）の翌日から起算して２か月以内に申請してください。
【１年目の取組（第１期支給対象期）】
　　対象労働者の週所定労働時間の延長等を行うとともに対象労働者を新たに社会保険の被保険者とした後６か月間
　　（複数かけて対象労働者の週所定労働時間を延長等することにより社会保険の被保険者となった場合を含む）
【２年目の取組（第２期支給対象期）】
　　上記の第１期支給対象期間の末日の翌日から起算して７か月目から起算して６か月間（ただし、週所定労働時間２時間の延長、基本給５％の増額、昇給・賞
与・退職金制度のいずれかの制度の適用が必要）

　※新たに社会保険の被保険者とした日又は週所定労働時間を延長した日が賃金締切日の翌日でない場合は、当該日以降の最初の賃金締切日後６か月間分の
　　賃金を支給した日となります。また、就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、６か月分の時間外
　　手当が支給される日を賃金を支給した日とします（時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。）。

　この様式は、次の点に注意して記入してください。

①欄については、
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成24年法律第62号）附則第17条第１項に規定する特定適用
事業所（いわゆる従業員51人以上企業）に該当する場合には「特定適用事業所」にチェックをしてください。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第17条第５項の申出をし、任意特定適用事業該当通知書の
交付を受けた事業所に該当する場合には「任意特定適用事業所」にチェックをしてください。

同欄の対象労働者を記入する用紙が不足する場合（26人以上の場合、措置を講じた日又は支給対象期分の賃金を支給した日が異なる場合）は、様式第３号（別
添様式７）第２面及び第３面の各継紙に記載し、本紙に添付してください。

⑤欄における３親等以内の親族とは、民法（明治29年法律第89号）第725条第１号に規定する血族のうち３親等以内の者、同条第２号に規定する配偶者及び同
条第３号に規定する姻族をいいます。

同第２面について、「a 延長前平均実労働時間」で端数が生じた場合は、小数点以下を切り上げて記入してください。
「b 延長後所定労働時間」で端数が生じた場合は、小数点第２位以下を切り上げて記入してください。
「d 延長前の基本給」から「f 昇給率」までについては、「c 延長時間数」が５時間未満の場合に限り、記入してください。
「f 昇給率（％）」には、週所定労働時間延長後の基本給昇給率を小数第１位（小数第２位以下切捨て）まで記入してください。

同欄の対象労働者が週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主又は取締役の３親等以内の親族（民法第725条第１号に規定する血族のうち３親等以内の
者、同条第２号に規定する配偶者及び同条第３号に規定する姻族をいう。）に該当する場合には、「３親等以内親族」に○を記入してください。

同第３面について、２年目の取組として１から３までのいずれかの取組を実施した場合に、記入してください。

同欄の対象労働者を記入する用紙が不足する場合（26人以上の場合、措置を講じた日又は支給対象期分の賃金を支給した日が異なる場合）は、様式第３号（別
添様式７）第２面及び第３面の各継紙に記載し、本紙に添付してください。

２　添付書類（第１期支給対象期）
   イ　対象労働者の雇用契約書等
　　　 基本給等の増額又は週所定労働時間の延長前後の雇用契約書等
　　　 ただし、複数年かけて所定労働時間の延長等をし社会保険に加入した場合は、週所定労働時間の延長等をした最初の日時点前後の雇用契約書等及び
　　 社会保険適用後の雇用契約書等
　 ロ　対象労働者の賃金台帳等
　　　 週所定労働時間の延長等をした日の前日から６か月前の日までの賃金に係る分及び週所定労働時間の延長等をした日から６か月経過する日までの
　　 賃金に係る分の賃金台帳等
　　 ただし、複数年かけて週所定労働時間の延長等をし社会保険に加入した場合は、週所定労働時間の延長等をした最初の日の前日から６か月前の日
　　 までの賃金に係る分及び被用者保険の適用等した日から６か月経過する日までの賃金に係る分の賃金台帳等
　 ハ　対象労働者の出勤簿等
　　　 上記賃金台帳等において、各支給対象期の出勤日数及び労働時間数が確認できる場合は添付不要。確認できない場合に限り、上記期間分の出勤簿等
   ニ　特定適用事業所である場合
　 　　特定適用事業所該当通知書
   ホ　任意特定適用事業所である場合
　 　　任意特定適用事業所該当通知書

３　添付書類（第２期支給対象期）
　イ　対象労働者の雇用契約書等
　　  対象労働者に係る第２期支給対象期分の雇用契約書等
  ロ  対象労働者の賃金台帳等
　　  対象労働者に係る第２期支給対象期分の賃金台帳等
　ハ　対象労働者の出勤簿等
　   　上記の賃金台帳等において、出勤日数及び労働時間数が確認できる場合は添付不要。確認できない場合に限り、第２期支給対象期分の出勤簿等
　二　対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度を適用した場合
　　　・対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等
　　　・対象労働者に係る昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用されたことが確認できる賃金台帳等

　その他

　卸売業

　本支給申請を行う場合は、支給申請書（様式第３号）及び本様式（別添様式７）に、次の書類（原本又は写し）を添付してください。

共通

イ　支給要件確認申立書

（小規模企業事業主の範囲）
　常時雇用する労働者の数が30人を常態として超えない事業主

ロ　支払方法・受取人住所届

小規模企業事業主又は中小企業事業主(小規模企業事業主を除く）である場合（中小企業事業主（小規模事業主を除く）にあっては、企業全体の常時使用する
労働者の数により中小企業事業主（小規模企業事業主を除く）に該当する場合に限る。）
　事業所確認表（様式第４号）

   （中小企業事業主の範囲）


